
●新しい所長に代わってから、職場が
おかしくなった

人事異動で所長が代わることになっ
た。人事異動は例年のことでもあり、
所長が代わったからと言っても、現場
で作業をするスタッフにとっては、普
段と何も変わることは無い。特別気に
もしていなかったが、今回異動で赴任
してきたＡ所長からは、違和感という
か、異様な雰囲気を職場に放っている
ように感じる。
Ａは新任の挨拶として、憮然とした
表情で自分の名前だけをボソッと告げ
ると、うそ寒い雰囲気を漂わせたまま
自席に着いた。そこで職場全体をじろ
りと眺めまわすと、パソコンの画面に
向かったまま、微動だにせず、じーっ
といつまでも固まっている。そんな異
様な様子を察してか、職場のスタッフ
も、新所長のＡに対しては、だれも話
かけようともしない。
「Ａは、やっぱりどこかおかしいよ
ね」
「うん、絶対おかしいよ」
「もしかして、発達障害？」
「確かに…」
職場はＡの話題でもちきりだ。
中堅スタッフのＢは、出来るだけ気
にしないよう、普段の仕事に注力する
ことに意識するように心がけた。
普段から何も言わないＡ所長は、い
つの間にか空気のような存在になって
いった。職場の様子も以前のような雰
囲気に戻りつつあるのかな、と感じて
いたときだった。
ある朝Ｂが出社すると、普段は何も
言わないＡ所長が、いきなり口を開い
た。
「昨日タイムカードを押し忘れました
ね」
そう言われれば確かに、タイムカード
の打刻を忘れたかもしれない。
「申し訳ありません」
と答えながらタイムカードを見ると、
昨日の退社時刻はすでに打刻されてい
る。
「私が代わりに押しておきました。今
後は私が押すようにします」
「す…すみませんでした」
とＢは答えたものの、何で今後は所長
自身が押す、などと言うのか、釈然と

しないまま、ふと
タイムカードに目
を止めた。
「あれ…」
Ａ所長が代わりに
打刻したという時
刻は、どう考えて
も退社した時刻よ
りずいぶん早い。
Ｂは、「おかしい

な」と、首をかしげながらＡ所長の方
を見ると、伏し目がちに口角を少しだ
け上げてニヤリとした。
「やっぱり、おかしい…」
Ａはいったい、いつ打刻したのか。Ａ
は何をしたのか、何を考えているのか
…Ｂは疑心暗鬼というよりも、薄気味
悪さを感じていた。
翌日もＢはいつものように数時間の
残業をした後、退社しようとしたが、
ふとタイムカードをどうしようか…す
でにＡ所長は退社していたから、当然
自分で打刻をした。
ところが翌日出社してみると、前日
自分で打刻した時間が修正液で消され
ていて、定時上がりの時刻が記載され
ていた。Ｂは恐る恐るＡに問いただす
と、
「私は残業の許可をしていない。それ
に、君のタイムカードは私が押すと言
ったはずだ」
と、すこぶる機嫌が悪い。これ以上何
を言っても無駄と、Ｂは諦めた。
その日は退社間際にＡ所長から重い
業務を命じられた。まさか今日は残業
を命じてはいない、と言われることは
無いだろうか、などと思いながら仕事
をしていたが、残業時間が2時間を超
えた頃に、Ａ所長から声をかけられ
た。
「もう帰っていいよ」
「えっ、まだ終わってませんが…」
「いや、もう遅いので、帰ってくださ
い」
「…は、はい…」
命じられるまま退社しようとする
と、
「タイムカードは押しておいたから、
そのまま帰っていいよ」
という。気になってタイムカードをち
らっと覗くと、打刻されたのは1時間
前だった。
こんなことがあまりに続くため、Ｂ
は、話が通じるとは思えない所長のＡ
に直接話すことはせずに、人事に対し
て、問題の事実関係を説明し、Ａに対
して改善を促すよう求めた。
それから数日後、ＢにはＡ所長から
のメールが頻繁に届くようになる。
「残業は私の指示が前提であって、指
示の無い残業は残業ではないはずだ
が、君の見解が異なるならば、説明し
なさい」

「先日の残業は、私は命じていないの
だから、残業になるはずないと思う
が、君の見解を返信しなさい」
「タイムカードを押し忘れておいて、
その責任を私に押し付ける了見はいっ
たい何か」
こんなメールが1日に何十通も届
く。当初はまじめに返答していたＢだ
ったが、ああ言えばこう言う、の繰り
返しで、しかも間髪入れずに詰問調の
メールが返ってくることが苦痛であ
り、業務にも支障が出る。
返信が遅れると、無視した、上司を
小ばかにしている、侮辱した、などと
さらにエスカレートしたメールを送っ
てくる。さすがに気が滅入ったＢは、
再び人事に解決を求めた。
しかし人事は、「所長ともうまくやっ
てよ」などと、Ｂに問題があるかのよ
うな返答に終始するだけだった。Ａは
人事に対してＢに対する悪い印象を植
え付けるような情報を意図的に流して
いるらしいことが、漏れ聞こえてき
た。
これ以上Ａのもとで仕事をすること
は精神的に限界を感じていたため、そ
の旨を人事に告げると、
「ちょっと待ってほしい、なんとかす
るから」
と言われ、異動か何かがあるのかと思
い、その結論をまっていた。
ところが翌日、Ａ所長からのメール
には
「早く退職届を出してください」
と書かれていた。
なぜこんなことになってしまったの
か？どこで歯車が狂ってしまったのか
…Ｂには全く理解ができないまま、結
局Ｂは、退職届を出してしまった。
このＡ所長は、以前の部署でも、退
職者を桁外れに多く出していた。それ
でも人事も会社としても、この状況を
なぜか問題として考えることなく、こ
れからも同じことが繰り返されていく
ように見えた。

●パワハラ加害者と指摘された上司の
苦悩

Ｃは部下Ｄから、その言動について
パワハラではないかとの指摘を受けた
ことから、人事から事実の確認をされ
ていた。
部下Ｄからの指摘は、Ｃにとって
も、果たしてパワハラなのか？なもの
ばかりで、例えば、
「Ｃはいつも忙しそうにしていて、業
務上の相談もできない」
「作成した資料などを見せると、必要
以上の細かい修正をするよう執拗に求
めてくる」
「意見や注意指導をするときに、思い
やりがない」
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「他の社員を見下しているような言動
が多い」
「問題の指摘をしても、まるで全体が
見えていないかのように、細かい点に
ばかりこだわっている」
など、パワハラというよりは、ただＣ
に対する不満を並べただけにしか見え
ない。
「これじゃ、とてもパワハラとは言え
ないよね」
という人事の判断に、Ｃはホッとし
た。しかし一方で、Ｃの弁解は全く聞
こうとしない。
「なんか、一方的に私が悪いかのよう
に言われたままで、納得できないんで
すけど…」
「でも、会社としてはパワハラとは考
えないんだから、あなたから何か聞く
ようなことは何も無いんだけど…」
「・・・」
人事としては、パワハラとは判断で
きないため、問題として取り上げない
ものについて、何も弁明などを聞く必
要はないだろう、聞くまでもなく、無
罪放免、という考えだった。
しかしＣの気持ちは違っていた。
何で部下Ｄの言い分ばかり聞いて、
自分の言い分は全く聞いてくれないの
か…これではまるでＣ自身が一方的に
悪いかのような印象を職場に与えるだ
けではないか…
「でもこのままでは、私が加害者とい
う印象を職場で消すことができないよ
うに感じるので…」
「だって、何にも処分をしないんです
よ。逆に何か説明する方が、不自然じ
ゃないですか？」
確かに処分などは全く無い。とはい
え、何も説明が無ければ、職場の部下
たちは、何と思うだろうか。
「もちろん、今回の指摘に対して、パ
ワハラとは認めませんでした、という
説明はしますよ」
「それはもちろんですが、それだけで
は…」
「それ以上に、なにか必要ですか？」
やはり人事にはＣの気持ちは伝わら
ないらしい。
「パワハラではないとは言っても、今
回の指摘については、真摯に向き合え
と…」
「…まぁ、上司としての、コミュニケ
ーションを改善して頂くというか…」
「ほら、やっぱり私が折れるってこと
じゃないですか」
「いや、折れるっていうより、部下の
意見に耳を傾けた、というほうが適当
では…」
「これは部下Ｄの意見じゃなく、パワ
ハラとして指摘したものですよ。それ
を認めるかのような対応は、私が加害
者であると言っているようなもので
す」

「いやいや、パワハラじゃないって、
きちんと伝えますよ」
「パワハラでないって言っても、部下
の言い分を全部受け入れる、っていう
ことでしょ」
「全部っていう訳では…」
「私にだって言い分があるんです」
「まぁ、Ｄ君とは、あまり相性が合わ
ないというのは分かりますが…」
「一方的に、私が改善を求められるの
は、納得ができません」
「ですから、今回のようなすれ違いを
避けるために、必要なこととして…」
「Ｄにも問題があるんですよ」
「ちょっと待ってください、Ｃさん。
あなたはＤの上司なんですよ」
「もちろんです」
「Ｄを指導するのは、Ｃさん、あなた
なんです」
「・・・」
「あなたとＤとは、立場が違うんです
よ」
「でも、人事から改善指導を受けたと
知ったＤは、どう感じるでしょうか」
「・・・」
「パワハラではない、とは言っても、
人事から指導を受けた、ということ
は、やっぱり私に問題があったんじゃ
ん、って思うんじゃないでしょうか」
「それは…」
「それが悔しいんです！」
目頭を押さえながら、話し続けるＣ
に、これ以上追い打ちをかけるような
会話は、さすがに憚られた。人事はＣ
が冷静さを取り戻すのを待つことにし
た。
「…すみません…取り乱してしまって
…」
「構いませんよ」
「もう、多分、Ｄを部下として受け入
れることは無理かと…」
「えっ…ちょっと、それは…」
「できれば、辞めたくないです」
「ちょっと待って、何であなたが辞め
るとか、そういう話になっちゃう
の？」
「今の仕事は、もともと私のやりたか
った仕事なので、出来れば辞めたくな
い」
「もちろんです」
「でも、もうＤとは仕事ができないと
思います…」
「だから、あなたが辞める！？」
「・・・」
いまにも自分がパワハラの被害者
だ、などと言いだしかねないＣを管理
職にしたのは、少し早かったのかもし
れない、と人事は少なからぬ責任を感
じていた。Ｃにとっても、Ｄにとって
も、納得のできる着地点はどこにある
のか、人事としては、これから模索し
なければならない宿題を背負ってしま
った。

オフィスハラダが運営するハラスメン
ト相談窓口は、開設以来十数年、年間
千件を超える相談対応実績がありま
す。ご相談内容は、ハラスメントに限ら
ず、多方面のテーマにまたがる多岐に
渡る内容ですが、いずれのご相談にも
一貫して変わらない対応は、「問題の
社内的解決を第一に考えたアドバイス
に徹している」ということです。
労使の対立関係を前面に押し出さ
ず、いかにすれば平穏迅速に、問題の
収束を図ることができるか、この点に
最もエネルギーを注ぎます。なぜなら
ば、問題の社内的な解決は、労使双方
にとって、物心両面にわたる負担とスト
レスを最小限に抑える方法であり、最
も望ましいものだからです。
この相談窓口を御
社の社外相談窓口と
してご活用ください。
詳しくはウェブで。携
帯からは右のＱＲコー
ドでご覧ください。

人事・労務に関するお悩み・疑問をスッ
キリ解消します。
□労務管理の改善提案をします
□就業規則などの諸規程の作成・見直し
をサポートします。
□トラブルの未然防止を図ります。
□万が一の問題発生時には、平穏迅速
な解決を促進します。
「今すぐ相談したい」…下記URL
https://officeharada.org/consulting/contact/

からすぐにご相談頂け
ます。１か月「相談顧
問」を無料でお試しいた
だけます。携帯からは
右のＱＲコードでご覧く
ださい。

「人事労務のリスク管理メモ」
記事内容についてのご意見・ご質問は
e-mail：info@officeharada.org
TEL：050-3301-6118
FAX：050-3730-4575
定期購読（無料です！）はお気軽に…
詳細は https://officeharada.org/nl/
バックナンバーも掲載中！ご覧下さい
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必要な時に、必要なサポートを、必要な
だけ。これがオフィスハラダの

「相談顧問」
https://officeharada.org/consulting/

当事者の真意を読み取り、問題に対す
る認識のギャップを埋め、話をつなぐ

オフィスハラダの
「社外相談窓口」

https://officeharada.org/helpline/


